
亀山市告示第１８４号 

亀山市未熟児養育医療給付実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和３年１０月１３日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市未熟児養育医療給付実施要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市未熟児養育医療給付実施要綱（平成２５年亀山市告示第５９号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

改正後 改正前 

（給付の対象者） 

第２条 養育医療の給付の対象者は、市

内に住所を有する法第６条第６項に規

定する未熟児であって、次に掲げるい

ずれかの症状等を有しているため、医

師が入院を必要と認めたものとする。 

（１）及び（２）（略） 

（給付の対象者） 

第２条 養育医療の対象者は、市内に住

所を有する法第６条第６項に規定する

未熟児であって、次に掲げるいずれか

の症状等を有しているため、医師が入

院を必要と認めたものとする。 

（１）及び（２）（略） 

（給付の内容） 

第４条 （略） 

２ 前項第６号の給付は、医療保険各法

（健康保険法（大正１１年法律第７０

号）、船員保険法（昭和１４年法律第

７３号）、国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）、国家公務員共済

組合法（昭和３３年法律第１２８号。

他の法律において準用し、又は例によ

る場合を含む。）又は地方公務員等共

（給付の内容） 

第４条 （略） 

２ 前項第６号の給付の基準及び範囲は、

次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 



済組合法（昭和３７年法律第１５２

号）をいう。以下同じ。）の適用を受

けているものに限るものとする。ただ

し、生活保護受給者で医療保険に加入

していないものは、この限りでない。 

 

 

 

 

 

（１）移送の給付は、医療保険各法（健

康保険法（大正１１年法律第７０号 

）、船員保険法（昭和１４年法律第

７３号）、国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号）、国家公務員

共済組合法（昭和３３年法律第１２

８号。他の法律において準用し、又

は例による場合を含む。）又は地方

公務員等共済組合法（昭和３７年法 

律第１５２号）をいう。以下同じ。） 

の適用を受けているものに限るもの

とする。ただし、生活保護受給者で

医療保険に加入していないものは、

この限りでない。 

（２）移送の費用（以下「移送費用」と

いう。）の支給は、入院又は医師が

特に必要と認めた場合に認めるもの

とし、その額は必要とする最小限度

の実費とする。 

（医療給付の申請） 

第５条 前条第１項第１号から第５号ま

でに規定する給付（以下「医療給付」

という。）を受けようとする未熟児の 

保護者（次項及び次条において「申請

者」という。）は、母子保健法施行規

（医療給付の申請） 

第５条 前条第１項第１号から第５号ま

でに規定する給付（以下「医療給付」

という。）を受けようとする未熟児の 

保護者（以下「申請者」という。）は、 

母子保健法施行規則（昭和４０年厚生 



則（昭和４０年厚生省令第５５号。以

下「規則」という。）第９条第１項の

規定に基づき、養育医療給付申請書（ 

新規・継続）（様式第１号。以下「給

付申請書」という。）に次に掲げる書

類を添付して、市長に、入院治療開始

日を起算して６０日以内に申請を行う

ものとする。 

（１）及び（２）（略） 

（３）世帯調書に記載のある扶養義務者

の市町村民税の課税の状況が判断で

きる書類又は証明書 

省令第５５号）（以下「規則」という。 

）第９条第１項の規定に基づき、養育

医療給付申請書（新規・継続）（様式 

第１号。以下「給付申請書」という。） 

に次に掲げる書類を添付して、市長に、 

入院治療開始日を起算して６０日以内

に申請を行うものとする。 

 

（１）及び（２）（略） 

（３）当該未熟児の属する世帯の所得税

又は市民税の課税の状況が判断でき

る書類又は証明書 

（４）（略） 

２及び３ （略） 

（４）（略） 

２及び３ （略） 

（移送給付の申請） 

第７条 第４条第１項第６号の給付（以

下「移送給付」という。）を受けよう

とする未熟児の保護者（次条において

「申請者」という。）は、移送給付申

請書（様式第８号）により、原則とし

て移送を必要とする日を起算日として

６０日以内に市長に申請するものとす

る。 

（移送の給付の申請） 

第７条 第４条第１項第６号の給付を受

けようとする者は、移送給付申請書（ 

様式第８号）により、原則として移送

を必要とする日を起算日として６０日

以内に市長に申請するものとする。 

（移送給付の承認及び不承認） 

第８条 市長は、前条の申請があったと

きは、速やかに内容を審査の上、移送

給付をするか否かの決定を行うものと

する。 

２ 市長は、前条の申請について、移送

（移送の給付の承認及び不承認） 

第８条 市長は、前条の申請があったと

きは、速やかに内容を審査の上、移送

等給付をするか否かの決定を行うもの

とする。 

２ 市長は、前条の申請について、移送



給付を行うことを決定したときは、移

送給付承認決定通知書（様式第９号）

により、申請者に通知するものとす

る。 

３ （略） 

等給付を行うことを決定したときは、

移送給付承認決定通知書（様式第９

号）により、申請者に通知するものと

する。 

３ （略） 

（継続給付の申請） 

第１１条 医療給付を受けている未熟児

に対し、医療券に表記された有効期間

を過ぎてもなお継続して治療を行う必

要がある場合は、当該未熟児の保護者

（次条において「申請者」という。）

は、医療券の有効期間中に、給付申請

書に次に掲げる書類及び関係証明書を

添付して、継続入院治療の事実が発生

した日を起算日として６０日以内に市

長に申請するものとする。 

（１）及び（２）（略） 

（３）世帯調書に記載のある扶養義務者

の市町村民税の課税の状況が判断で

きる書類又は証明書 

（４）（略） 

２及び３ （略） 

（継続給付の申請） 

第１１条 第２条に規定する未熟児に対

し、医療券に表記された有効期間を過

ぎてもなお継続して治療を行う必要が

ある場合は、当該未熟児の保護者は、

医療券の有効期間中に、給付申請書に

次に掲げる書類及び関係証明書を添付

して、継続入院治療の事実が発生した

日を起算日として６０日以内に市長に

申請するものとする。 

 

（１）及び（２）（略） 

（３）当該未熟児の属する世帯の所得税

又は市民税の課税の状況が判断でき

る書類又は証明書 

（４）（略） 

２及び３ （略） 

（医療費の請求及び支払） 

第１３条 指定医療機関は、医療券によ

る養育医療を実施したときは、それに

要した費用のうち市長が負担する額（ 

診療報酬の算定方法（平成２０年厚生

労働省告示第５９号）、入院時食事療

養費に係る食事療養及び入院時生活療

（医療費の請求及び支払） 

第１３条 指定医療機関は、医療券によ 

る未熟児の養育医療を実施したときは、 

それに要した費用のうち市長が負担す

る額（診療報酬の算定方法（平成２０

年厚生労働省告示第５９号）、入院時

食事療養費に係る食事療養及び入院時



養費に係る生活療養の費用の額の算定

に関する基準（平成１８年厚生労働省

告示第９９号）及び、保険外併用療養

費に係る療養についての費用の額の算

定方法（平成１８年厚生労働省告示第

４９６号）により算定した額から医療

保険各法による給付の額を差し引いた

自己負担額）を市長に請求するものと

し、請求方法については、次に掲げる

省令及び関連通知を適用するものとす

る。 

（１）～（３）（略） 

２ （略） 

生活療養費に係る生活療養の費用の額

の算定に関する基準（平成１８年厚生

労働省告示第９９号）及び、保険外併

用療養費に係る療養についての費用の

額の算定方法（平成１８年厚生労働省

告示第４９６号）により算定した額か

ら医療保険各法による給付の額を差し

引いた自己負担額）を市長に請求する

ものとし、請求方法については、次に

掲げる省令及び関連通知を適用するも

のとする。 

（１）～（３）（略） 

２ （略） 

（医療保険各法及び生活保護法との関

連事項） 

第１４条 養育医療の給付を受ける未熟

児（以下「受療者」という。）が医療

保険各法による被保険者又は被扶養者

である場合は、医療保険各法による給

付が行われ、受療者又はその扶養義務

者が直接負担する部分について養育医

療の給付を行うものとする。 

２ (略) 

（医療保険各法及び生活保護法との関

連事項） 

第１４条 養育医療の給付を受ける未熟

児が医療保険各法による被保険者又は

被扶養者である場合は、医療保険各法

による給付が行われ、本人又はその扶

養義務者が直接負担する部分について

養育医療の給付を行うものとする。 

 

２ （略） 

（移送費の請求及び支払） 

第１５条 移送費については、移送に要

した費用（入院又は医師が特に必要と

認めた場合に認めるものとし、その額

は必要とする最小限度の実費とする。

次項において同じ。）の額から医療保

（移送費の請求及び支払） 

第１５条 移送費については、移送に要

した費用の額から医療保険各法による

給付の額を控除した額を市長に請求す

るものとする。 

 

 



険各法による給付の額を控除した額を

市長に請求するものとする。 

２及び３ (略) 

 

 

２及び３ （略） 

（徴収金） 

第１６条 市長は、法第２０条第１項の

規定により養育医療の給付を行った場

合においては、法第２１条の４第１項

の規定により、受療者又はその扶養義

務者から徴収する額の基準額は、受療

者の属する世帯の市町村民税の課税状

況等に応じて、月額によって決定する

ものとし、その徴収月額は、別表に定

めた徴収基準月額によるものとする。 

（徴収金） 

第１６条 市長は、法第２０条第１項の

規定により養育医療の給付を行った場

合においては、法第２１条の４第１項

の規定により、本人又はその扶養義務

者から徴収する額の基準額は、本人の

属する世帯の前年分の所得額等に応じ

て、月額によって決定するものとし、

その徴収月額は、別表に定めた徴収基

準月額によるものとする。 

（台帳整理） 

第１７条 市長は、養育医療の給付の状

況を明確にするため、養育医療券交付

台帳を備え付け、その状況を明らかに

しておくものとする。 

（台帳整理） 

第１７条 市長は、養育医療給付の状況

を明確にするため、養育医療券交付台

帳を備え付け、その状況を明らかにし

ておくものとする。 

別表を次のように改める。 



別表（第１６条関係） 

世帯の階層区分 徴収基準月額 加算月額 

Ａ 生活保護法による被保護世帯（単給世帯

を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）によ

る支援給付受給世帯 

０円 ０円 

Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税の

非課税世帯 

２，６００円 ２６０円 

Ｃ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税均

等割の額のみの課税世帯 

５，４００円 ５４０円 

Ｄ１ Ａ階層、Ｂ階

層及びＣ階層

を除き当該年

度分の市町村

民税の課税世

帯であって、

その市町村民

税所得割の額

の区分が右の

区分に該当す

るもの 

１５，０００円以下 ７，９００円 ７９０円 

Ｄ２ １５，００１円以上 

２１，０００円以下 

１０，８００円 １，０８０円 

Ｄ３ ２１，００１円以上 

５１，０００円以下 

１６，２００円 １，６２０円 

Ｄ４ ５１，００１円以上 

８７，０００円以下 

２２，４００円 ２，２４０円 

Ｄ５ ８７，００１円以上 

１７１，３００円以下 

３４，８００円 ３，４８０円 

Ｄ６ １７１，３０１円以上 

２５２，１００円以下 

４９，４００円 ４，９４０円 

Ｄ７ ２５２，１０１円以上 

３４２，１００円以下 

６５，０００円 ６，５００円 

Ｄ８ ３４２，１０１円以上 

４５０，１００円以下 

８２，４００円 ８，２４０円 

Ｄ９ ４５０，１０１円以上 

５７９，０００円以下 

１０２，０００円 １０，２００円 

Ｄ１０ ５７９，００１円以上 

７００，９００円以下 

１２３，４００円 １２，３４０円 

Ｄ１１ ７００，９０１円以上 

８４９，０００円以下 

１４７，０００円 １４，７００円 

Ｄ１２ ８４９，００１円以上 

１，０４１，０００円以下 

１７２，５００円 １７，２５０円 

Ｄ１３ １，０４１，００１円以上 

１，２２２，５００円以下 

１９９，９００円 １９，９９０円 

Ｄ１４ １，２２２，５０１円以上 

１，４２３，５００円以下 

２２９，４００円 ２２，９４０円 



Ｄ１５  １，４２３，５０１円以上 全額 左の徴収基準月額

の１割（その額が

２６，３００円に

満たないときは、

２６，３００円） 

備考 

１ この表のＣ階層における「均等割の額」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１号に規定する均等割の額をいい、Ｄ１階層からＤ１５階層

までにおける「所得割の額」とは、同項第２号に規定する所得割（この所得割を計算

する場合には、同法第３１４条の７、第３１４条の８、同法附則第５条第３項、第５

条の４第６項及び第５条の４の２第５項の規定は適用しないものとする。）の額をい

う。 

２ 所得割の額を算定する場合には、受療者及びその扶養義務者が指定都市（地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の第１９第１項の指定都市をいう。以下同

じ）の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の

区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 

３ 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判

明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。 

４ 徴収月額の決定の特例 

（１）同一世帯から２人以上の児が給付を受ける場合において、その月の徴収基準月額

（（２）により日割計算をする場合にあっては、日割計算後の額）の最も多額な受

療者以外の受療者については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとす

る。 

（２）入院期間が１月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につ

き、次の式により日割計算し、決定するものとする。ただし、Ｄ１５階層を除くも

のとする。 

基準月額×その月の入院期間／その月の実日数 

（３）受療者に民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条に規定する扶養義務者がな

いときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、受療者に市町村民税が

課せられている場合には、当該受療者につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定す

るものとする。 



５ 世帯の階層区分の認定は、受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受

療者を扶養しているもののうち、当該受療者の扶養義務者の全てについて、その市町

村民税の課税の有無等により行うものとする。 

６ この表の徴収基準月額の欄において「全額」とは、受療者に対する措置に要した費

用について、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）による負担額

を差し引いた額をいう。 

７ 災害等により前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況

等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをするものとする。 

８ Ｂ階層に属する世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯については、

「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」（昭和５１年４月１６日厚生

省発児第５９号の２厚生事務次官通知）第４保育所徴収金（保育料）基準額表備考３

（３）に準じ、Ａ階層と同様に取り扱うものとする。 

 



様式第１６号中「          」を「        」に改める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 

本人氏名   受給者番号  

 


